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伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

美
祢
市
美
東
町
真
名

四
九
八
・
一
一
八
六
（

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢
市

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

美
祢
市
美
東
町
真
名
字
和

八
、
一
一
八
五
、
一
一
八
六

二

指
定
の
目
的

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

美
祢
市
東
厚
保
町
山

七
四
〇
・
一
七
四
六
（

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

美
祢
市
東
厚
保
町
山
中
字

一
七
三
七
ま
で
、
一
七
三
九

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
和
田
三
一
二
・
東
厚
保
町
川
東

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

建
設
経
済
部
農
林
課
に
備
え
置
い

場
所

田
三
一
二
、
東
厚
保
町
川
東
字
上

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

中
字
台
一
六
六
八
・
伊
佐
町
伊
佐

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

場
所

台
一
六
六
八
、
伊
佐
町
伊
佐
字
浴

か
ら
一
七
四
一
ま
で
、
一
七
四
四

一

字
上
ケ
原
四
七
四
・
四
九
六
の
一

す
部
分
に
限
る
。
）

定
め
な
い
。

祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

ケ
原
四
七
四
、
四
九
六
の
一
、
四

字
浴
山
一
七
三
六
・
一
七
三
九
・

す
部
分
に
限
る
。
）

定
め
な
い
。

祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

種 山
一
七
三
二
の
三
、
一
七
三
五
か

か
ら
一
七
四
六
ま
で

・準 水九 一準 ら

告

示
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第 号

産
部

山
森（

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

萩
市
大
字
福
井
下
字
金
峰
二
三

。
）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

萩
市
大
字
佐
々
並
字
吉
敷
地
一
八

七
、
一
八
〇
二
の
四
八
、
字
コ
ノ

九
四
四
の
一
〇
一
、
一
九
四
四
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
美
祢
市
建
設
経

口
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

、
大
字
山
田
字
東
定
仙
八
六
二

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

る
保
安
林
の
所
在
場
所

五
の
一
、
二
三
五
の
三
、
二
三
五

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森

変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所

〇
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部

ノ
浴
一
九
四
四
の
一
、
一
九
四

一
〇
二
、
字
大
切
二
五
一
六
の

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

済
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

の
一
、
八
六
二
の
一
三
か
ら
八

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

に
供
す
る
。
）

の
四
、
字
馬
床
二
三
五
の
二

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

事

山

本

繁
太
郎

分
に
限
る
。
）
、
一
八
〇
二
の

四
の
二
、
一
九
四
四
の
九
八
、

一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

覧
に
供
す
る
。
）

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

萩
市
大
字
吉
部
上
字
伏
馬

萩
市
大
字
福
井
下
字
金
峰

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

期
齢
以
上
の
も
の
と
す

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

六
二
の
一
五
ま
で
、
字
定
仙

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

期
齢
以
上
の
も
の
と
す

限
る
。
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

九
〇
三
の
一
・
大
字
高
佐
下
字
伏

二
三
五
の
一
、
二
三
五
の
三
、
二

た
目
的

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩

る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

山
八
六
二
の
一
一
、
八
六
二
の
一

た
目
的

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩

る
。

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩

馬
二
六
九
八
の
一
（
以
上
二
筆
に

三
五
の
四

市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

二
、
八
六
二
の
一
六

市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

二

市つ 伐 水 伐
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一
山五〃

山 口 県

山
森

三
十

め
、そ

（定期）報

産
部

第 号

二三

〃

〃

二

〃

通
知
の
内
容
の
要
旨

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

保
安

し
て

さ
れ

的

口
市
仁
保
上
郷
字
大
谷
川

の
一

水
源

養

〃

字
実
無
二

〃

口
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通

同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ

の
要
旨
及
び
掲
示
場
所
は
、
次
の

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

萩
市
大
字
吉
部
上
字
伏
馬
九

示
す
部
分
に
限
る
。
）

〃

〃

〃
〃

山
口
県
知

林
と

指
定

た
目

変
更
に
係
る
指

定
施
業
要
件

森住

の
涵

立
木
の
伐
採
の

限
度

山
口

郷
二

〃

〃

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

知
の
相
手
方
が
知
れ
ず
、
又
は
そ

り
そ
の
通
知
の
内
容
を
掲
示
し

と
お
り
で
あ
る
。

、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

〇
三
の
一
、
大
字
高
佐
下
字
伏

〃

〃

事

山

本

繁
太
郎

林

所

有

者

所

氏
名
又
は
名
称

市
仁
保
上

一
九

吉
冨
喜
代
治

郎

〃

〃

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た

た
。

な
い
。

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

に
供
す
る
。
）

馬
二
六
九
八
の
一
（
次
の
図
に

七
三
一
の
一

〃

〃

字
上
ケ
山

八
七
五
の
四

六
五
三

〃

〃

〃

六
六
一
の
一

〃

〃

〃

六
六
五

〃

〃

字
木
和
田

七
二
五
の
三

〃

〃

字
白
滝
山

三
八
九
の
二
一

〃

〃

字
犬
鳴
五

五
四
の
二

〃

〃

〃

五

五
四
の
四

〃

〃

字
岩
瀬
戸

六
三
七

〃

〃

〃

六
三
八

〃

〃

字
堂
ケ
迫

〃

〃

〃

三

八
九
の
九

〃

〃

字
塩
川
西

三
八
九
の
八

〃

〃

〃

三
八
九
の
一
三

〃

〃

〃

三
八
九
の
一
六

〃

〃

〃

〃

〃

字
小
河
内

下
浴
三
二
二
の
二

〃

〃

〃

三
三
五

〃

〃

字
塩
川
三

八
九
の
六

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三

一
九
一
九

〃

〃

二
〇
二
八

村
田

角
助

一
七
七
〇

大
阪
府
豊
中
市

服
部
西
町
四
丁

目
一
の
三

末
宗

勝
子

〃

〃

〃
〃

〃

山
口
市
仁
保
上

郷
一
〇
一
八

山
本

輝
男

〃

〃

岡

い
の

郷
一
八
三
九

〃

仁
保
上

郷
一
九
三

山
本

辰
熊

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
三
一

田
村
竹
二
郎

〃

〃

一
六
〇
八

田
村
ト
キ
コ

〃

〃

林

孫
藏

〃

仁
保
上

郷
二
六
六

大
竹

玄
滴

下
関
市
幡
生
二

丁
目
二
六
の
一

五

藤
井

秀
昌

防
府
市
大
字
西

佐
波
令
一
二
五

二
の
一

村
田

正
義

山
口
市
仁
保
上

郷
二
六
六

大
竹

玄
滴

〃

仁
保
中

松
村

清

〃

〃

六
四
二

吉
冨
平
治
郎

〃

下
小

三
三
八
一

小
川

久
代

〃

仁
保
中

郷
二
〇
三

岩
武

賢
介

〃

〃

一
四
七
の
一

吉
冨

正



平成 年 月 日 金曜日

六〃〃〃六〃〃

山 口

迫〃〃八〃一〃四〃

（定期）県 報

五〃五〃五〃五〃一〃

第 号

〃八〃〇〃〇〃〇〃
六
第
二〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一

七

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

平
一
七
六
八
の
五

〃

〃

一
七
六
八
の
九

〃

〃

字
水
神
一

三
一
の
七

〃

〃

字
小
岩
倉

八
三
一
の
二
〇

〃

宮
野
上
字
寺
床
山
一

八

〃

〃

字
古
畠
山
一

〃

四
三
の
三

〃

字
垰
下
一

八
九
の
二

〃

〃

〃

一

八
九
の
六

〃

〃

〃

一

八
九
の
一
一

〃

〃

字
佐
々
木

六
五
七

〃

〃

字
井
手
ケ

〃

〃

字
古
井
手

八
七

〃

〃

字
魚
切
九

〇

〃

〃

〃

九

一

〃

〃

〃

九

一
の
二

〃

〃

字
峰
尾
一

〃

三
堀
一

〃

萩
市

並
四

〃

〃
三

〃

萩
市

並
六

〃

〃
四

〃

〃
一

〃

〃
〃

〃

〃
一

〃

〃
一

〃

萩
市
並
四

〃

山
口

郷
一

〃

〃
二

〃

〃
一

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
二

〃

兵
庫

能
登

五
八

〃

〃〃

〃

〃〃

〃

山
口

四
一
八

大
字
佐
々

溝
部
小
二
郎

〃

溝
部
初
五
郎

大
字
佐
々

山
根
吉
兵
衛

〃

溝
部
小
二
郎

〃

溝
部
初
五
郎

七
八
五

〃

〃

〃
九
三
六

伊
藤
馬
之
進

〃
〇
一
八

山
本

輝
男

大
字
佐
々

八

溝
部

弘
子

市
大
内
御

杉
山

勲

一
〇
三

〃
〇
三

渡
辺
好
太
郎

〃
一
〇
三

山
根

茂
夫

〃

〃

〃

〃

〃

末
宗

健
雄

〃
三
九
七

嘉
村
イ
ク
ヲ

県
西
宮
市

町
一
二
の

の
五
一
二

嘉
村

淳
太

〃〃

〃

〃〃

〃

市
仁
保
上

山
根

茂
夫

〃

〃

〃

九
三
六
の
三

〃

〃

〃

九
三
一
の
五
七

〃

〃

字
藤
ケ
原

九
三
五

〃

〃

〃

〃〃

〃

〃

九
三
六
の
一

〃

〃

〃

九
三
六
の
二

六
七
五
の
四

〃

〃

字
東
坂
本

八
七
三
の
一
九

〃

〃

字
東
並
山

九
三
一
の
二
五

〃

〃

〃

九
三
一
の
二
七

〃

〃

〃

九
三
一
の
三
一

〃

〃

〃

六
六
三
の
三
九

〃

〃

〃

〃〃

〃

字
西
松
柄

六
七
四
の
六

〃

〃

字
内
ケ
峠

六
七
五
の
三

〃

〃

〃

〃

〃

字
後
ケ
浴
南

山
一
七
二

〃

仁
保
中
郷
字
下
木
和

田
六
五
八

〃

〃

〃

六
六
八

〃

〃

字
東
松
柄

六
六
三
の
一
四

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

本
町
二

丁
目
六
の
一
六

溝
部

勝
彦

〃

仁
保
中

郷
二
二
一
九

末
永

亀
吉

〃

〃

二
〇
二
四

堀
田

茂
吉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

山
口
市
仁
保
下

郷
四
七
七

岡
崎

寿

〃

本
町
二

丁
目
六
の
一
六

溝
部

勝
彦

〃

〃
〃

〃

〃

道
場
門

前
九
〇

溝
部

保
孝

〃

〃

一
七
四

松
村
松
二
郎

〃

〃

一
四
九
四

松
村
勇
之
進

〃

〃

一
四
九
一

山
本

ナ
カ

東
京
都
武
蔵
村

山
市
神
明
四
丁

目
三
五
の
五

松
田

兼
一

〃

〃

〃 佐
伯
方
右
衛

門

山
口
市
仁
保
中

郷
一
四
九
四

松
村

宏

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
七
四

松
村
松
二
郎

〃

〃

一
四
九
四

松
村
勇
之
進

四



平成

七

年 月 日 金曜日

〃六〃六〃六〃七〃

山 口 県

〃一〃向〃〃〃

（定期）報

〃二〃二〃二〃一〃一

第 号

〃二〃二〃二〃二
〇
一

〃

字
古
森
一

八
六
の
一

〃

〃

〃

一

九
一

〃

〃

〃

一

九
四

〃

〃

〃

一

〇
〇

〃

〃

〃

一

〃

〃

〃

六
六
一
の
三

〃

〃

字
道
祖
ノ

一
六
六
六
の
一

〃

〃

〃

一
六
六
八

〃

〃

〃

一
六
六
九
の
二

〃

〃

〃

一
六
六
九
の
一
四

〃

〃

〃

一

三
五
の
一

〃

〃

〃

一

三
五
の
二

〃

〃

〃

一

四
四

〃

〃

字
道
祖
本

六
六
一
の
一

〃

〃

〃

六
六
一
の
二

〃

〃

字
古
寺
一

三
二

〃

〃

〃

一

三
三
の
一

〃

〃

〃

一

三
三
の
二

〃

〃

〃

一

三
四

〃

〃
〃

〃

広
島

東
区

目
八

〃

山
口

郷
二

〃

〃
〃

〃

広
島

東
区

目
八

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
三

〃

〃
〃

〃

〃前
九

〃

〃丁
目

〃

〃郷
三

〃

〃郷
二

〃

〃
〃

〃

山
口

丁
目

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 県
広
島
市

矢
賀
二
丁

の
四
八

須
藤

忠
顯

市
仁
保
中

九
二
九

藤
井

薫

〃

〃

県
広
島
市

矢
賀
二
丁

の
四
八

須
藤

忠
顯

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〇
四
五

芝
尾

廣
一

〃

〃

道
場
門

〇

溝
部

保
孝

本
町
二

六
の
一
六

溝
部

勝
彦

小
郡
上

二
九
一

溝
部
ヨ
シ
ノ

仁
保
中

五
七

與
國
市
五
郎

〃

〃

市
本
町
二

六
の
一
六

溝
部

勝
彦

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

二
三
九
九
の
九
六

〃

〃

〃

二
三
九
九
の
一
〇
〇

二
三
九
九
の
三
九

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
三
九
九
の
四
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
三
九
九
の
九
五

〃

〃

〃

〃

〃

字
寺
上
一

八
五
七

〃

〃

字
木
戸
一

八
六
六
の
九

〃

〃

字
上
柳
ケ

浴
一
八
八
〇
の
二

〃

〃

字
一
貫
野

西
山
二
三
九
九
の
三
六

〃

〃

〃

〃

〃

字
平
太
迫

一
七
五
九

〃

〃

〃

一
七
六
八
の
一

〃

〃

字
萩
輪
一

八
二
二

〃

〃

字
山
嵩
一

八
二
五
の
一

〃

〃

字
宮
ケ
迫

一
七
一
三
の
一

〃

〃

〃

一
七
一
四
の
一

〃

〃

字
西
宮
ケ

迫
一
七
一
八

〃

〃

字
三
ツ
ケ

谷
一
七
五
〇
の
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五

〃
〃

〃

四
六

岩
田

一

五
八
八
九

〃

〃

五
七
八
七

伊
藤

安
治

〃

〃

四
六

岩
田

一

〃

〃

五
八
八
一

伊
藤

龍
一

〃

〃

一
一

岡

彦
藏

〃

〃

〃

〃

〃

三
〇
八

伊
藤
弥
三
郎

〃

仁
保
下

郷
三
三
八
四
の

二

板
垣
ヒ
ロ
子

〃

仁
保
中

郷
二
八
七

吉
廣

唯
一

〃

〃

一
一

岡

彦
藏

〃

〃

岩
田

為
治

広
島
県
広
島
市

東
区
矢
賀
二
丁

目
八
の
四
八

須
藤

忠
顯

山
口
市
仁
保
中

郷
二
八
〇
八

岡
田

虎
藏

広
島
県
東
広
島

市
八
本
松
町
大

字
飯
田
二
二
二

六

西

敦

山
口
市
仁
保
中

郷
二
一
八
九

末
永

光
彦

山
口
市
仁
保
中

郷
二
九
二
九

藤
井

薫

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

仁
保
下

郷
三
七
五

林

八
藏



平成 年 月 日 金曜日

山
都

計
画

一

山 口

大

（定期）県 報

二山
漁

同
法

同
法

第 号

〃〃二〃〃〃一
宇
部
市

口
県
告
示
第
三
百
三
十
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

施
行
者
の
名
称

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

区井
湊
区
域

通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
場
所

山
口
市
役
所

口
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

〃

〃

〃

〃

〃

字
山
ノ
神

四
七
四

〃

〃

〃

〃

〃

字
牛
飼
原

〇
八
五
の
二

土
砂
出
の

第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項

を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

山
口
県
知

山
口
県
知

域

区

小
型
定
置
網
漁
業
及
び
主
と

は
あ
ま
だ
い
を
と
る
こ
と
を

法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八

よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、

同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

〃

〃
五

〃

〃
一

〃

〃
六

の
流
防
備

〃

東
京
西
巣

一
一
〇
一

の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
都
市

事

山

本

繁
太
郎

事

山

本

繁
太
郎

分

し
て
は
え
縄
を
使
用
し
て
ふ
ぐ
又

目
的
と
す
る
漁
業

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

〃
八
八
一

伊
藤

龍
一

〃
三

岡

ミ
チ

〃
三
八
六

村
田

ハ
ナ

都
豊
島
区

鴨
一
丁
目

の
四
の
二

木

伸
夫

門
三
丁
目
、
山
門
四
丁
目
、

串
一
丁
目
、
西
小
串
二
丁
目

本
町
二
丁
目
、
浜
町
一
丁
目

町
、
鍋
倉
町
、
文
京
町
、
居

目
、
東
小
羽
山
町
二
丁
目
、

北
小
羽
山
町
一
丁
目
、
北
小

羽
山
町
一
丁
目
、
南
小
羽
山

丁
目
、
開
三
丁
目
、
開
四
丁

丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
三
丁
目

目
、
あ
す
と
ぴ
あ
七
丁
目
、

明
神
町
二
丁
目
、
明
神
町
三

一
丁
目
、
港
町
二
丁
目
、
川

中
尾
二
丁
目
、
中
村
一
丁
目

二
丁
目
、
東
琴
芝
一
丁
目
、

目
、
琴
芝
町
二
丁
目
、
寿
町

丁
目
、
新
天
町
一
丁
目
、
新

町
、
相
生
町
、
新
町
、
若
松

目
、
中
央
町
三
丁
目
、
小
松

三
丁
目
、
草
江
四
丁
目
、
上

丁
目
、
恩
田
町
三
丁
目
、
恩

山
町
二
丁
目
、
末
広
町
、
岬

目
、
東
梶
返
二
丁
目
、
東
梶

小
路
三
丁
目
、
沼
一
丁
目
、

目
、
西
梶
返
三
丁
目
、
神
原

中
町
、
松
山
町
一
丁
目
、
松

錦
町
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

宇
部
都
市
計
画
下
水
道
事

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

四

事
業
地

宇
部
市
亀
浦
一
丁
目
、
亀

目
、
則
貞
二
丁
目
、
則
貞
三

野
中
二
丁
目
、
野
中
三
丁
目

山
門
五
丁
目
、
寺
の
前
町
、
南
小

、
島
一
丁
目
、
島
二
丁
目
、
島
三

、
浜
町
二
丁
目
、
南
浜
町
一
丁
目

能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、

東
小
羽
山
町
三
丁
目
、
東
小
羽
山

羽
山
町
二
丁
目
、
北
小
羽
山
町
三

町
二
丁
目
、
南
小
羽
山
町
三
丁
目

目
、
開
五
丁
目
、
開
六
丁
目
、
あ

、
あ
す
と
ぴ
あ
四
丁
目
、
あ
す
と

常
盤
台
一
丁
目
、
常
盤
台
二
丁
目

丁
目
、
明
治
町
一
丁
目
、
明
治
町

添
一
丁
目
、
川
添
二
丁
目
、
川
添

、
中
村
二
丁
目
、
中
村
三
丁
目
、

東
琴
芝
二
丁
目
、
西
琴
芝
一
丁
目

一
丁
目
、
寿
町
二
丁
目
、
寿
町
三

天
町
二
丁
目
、
東
本
町
一
丁
目
、

町
、
上
町
一
丁
目
、
上
町
二
丁
目

原
町
一
丁
目
、
小
松
原
町
二
丁
目

野
中
町
、
野
原
一
丁
目
、
野
原
二

田
町
四
丁
目
、
恩
田
町
五
丁
目
、

町
一
丁
目
、
岬
町
二
丁
目
、
岬
町

返
三
丁
目
、
東
梶
返
四
丁
目
、
大

沼
二
丁
目
、
沼
三
丁
目
、
海
南
町

町
一
丁
目
、
神
原
町
二
丁
目
、
常

山
町
二
丁
目
、
松
山
町
三
丁
目
、

和
町
二
丁
目
、
昭
和
町
三
丁
目
、

び
名
称

業
宇
部
市
公
共
下
水
道

か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

浦
二
丁
目
、
亀
浦
三
丁
目
、
亀
浦

丁
目
、
則
貞
四
丁
目
、
則
貞
五
丁

、
野
中
四
丁
目
、
野
中
五
丁
目
、

串
一
丁
目
、
南
小
串
二
丁
目
、
西

丁
目
、
下
条
一
丁
目
、
下
条
二

、
南
浜
町
二
丁
目
、
西
中
町
、
助

居
能
町
三
丁
目
、
東
小
羽
山
町
一

町
四
丁
目
、
東
小
羽
山
町
五
丁
目

丁
目
、
北
小
羽
山
町
四
丁
目
、
南

、
風
呂
ヶ
迫
町
、
開
一
丁
目
、
開

す
と
ぴ
あ
一
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ

ぴ
あ
五
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
六

、
山
門
一
丁
目
、
山
門
二
丁
目
、

二
丁
目
、
幸
町
、
東
見
初
町
、
港

三
丁
目
、
琴
崎
町
、
中
尾
一
丁
目

宮
地
町
、
北
琴
芝
一
丁
目
、
北
琴

、
西
琴
芝
二
丁
目
、
琴
芝
町
一

丁
目
、
常
盤
町
一
丁
目
、
常
盤
町

東
本
町
二
丁
目
、
朝
日
町
、
松

、
中
央
町
一
丁
目
、
中
央
町
二

、
鵜
の
島
町
、
西
本
町
一
丁
目
、

丁
目
、
恩
田
町
一
丁
目
、
恩
田
町

五
十
目
山
町
、
笹
山
町
一
丁
目
、

三
丁
目
、
八
王
子
町
、
東
梶
返
一

小
路
一
丁
目
、
大
小
路
二
丁
目
、

、
西
梶
返
一
丁
目
、
西
梶
返
二

藤
町
、
東
新
川
町
、
芝
中
町
、
東

松
山
町
四
丁
目
、
松
山
町
五
丁
目

昭
和
町
四
丁
目
、
明
神
町
一
丁
目

ま
で

四
丁
目
、
亀
浦
五
丁
目
、
則
貞
一

目
、
則
貞
六
丁
目
、
野
中
一
丁
目

草
江
一
丁
目
、
草
江
二
丁
目
、
草

六

小丁 田丁、小二二丁山 町、芝丁二島丁西 二笹丁大丁芝、、 丁、江



平成

（
四特

年 月 日 金曜日

地熊八八地

山 口 県

山
建

の
位そ

（定期）報

南宇目字大須

第 号

目上文一目目村
〇
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

名

及

び

番

毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷
字
松
崎
二
二

の
二
、
二
二
五
八
の
二
地
先
及
び
二
二

の
六
地
先
並
び
に
字
大
室
一
六
〇
〇
の

先

公

口
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土
木
建
築

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

二
丁
目
、
西
宇
部
南
三
丁
目
、
西

部
北
三
丁
目
、
西
宇
部
北
四
丁

、
厚
南
北
一
丁
目
、
厚
南
北
二
丁

西
岐
波
、
大
字
沖
宇
部
、
大
字
川

字
沖
ノ
旦
、
大
字
藤
曲
、
大
字
広

恵
、
大
字
東
万
倉
及
び
大
字
船
木

、
浜
田
一
丁
目
、
浜
田
二
丁
目
、

条
二
丁
目
、
上
条
三
丁
目
、
上
条

京
台
一
丁
目
、
文
京
台
二
丁
目
、

丁
目
、
西
平
原
二
丁
目
、
西
平

、
床
波
二
丁
目
、
床
波
三
丁
目

、
今
村
南
二
丁
目
、
今
村
南
三
丁

北
四
丁
目
、
今
村
北
五
丁
目
、
東

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

地

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ

五六一

六
・
〇

九
・
六

告

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

山
口
県
知

幅

員

延

宇
部
南
四
丁
目
、
西
宇
部
北
一

目
、
西
宇
部
北
五
丁
目
、
西
宇
部

目
、
厚
南
北
三
丁
目
、
厚
南
北

上
、
大
字
上
宇
部
、
大
字
中
宇

瀬
、
大
字
際
波
、
大
字
中
野
開

浜
田
三
丁
目
、
北
条
一
丁
目
、

四
丁
目
、
上
条
五
丁
目
、
東
藤

文
京
台
三
丁
目
、
東
平
原
一
丁

原
三
丁
目
、
西
平
原
四
丁
目
、
松

、
床
波
四
丁
目
、
床
波
五
丁
目
、

目
、
今
村
北
一
丁
目
、
今
村
北

小
串
一
丁
目
、
東
小
串
二
丁
目

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ー
ト
ル
）

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

六
四
・
五

四
六
二
・
〇
九

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

事

山

本

繁
太
郎

長

道
路
の
敷
地
と
な

丁
目
、
西
宇
部
北
二
丁
目
、
西

北
六
丁
目
、
西
宇
部
北
七
丁

四
丁
目
、
厚
南
北
五
丁
目
、
大

部
、
大
字
小
串
、
大
字
中
山
、

作
、
大
字
妻
崎
開
作
、
大
字
東

北
条
二
丁
目
、
上
条
一
丁
目
、

曲
一
丁
目
、
東
藤
曲
二
丁
目
、

目
、
東
平
原
二
丁
目
、
西
平
原

崎
町
、
岩
鼻
町
、
床
波
一
丁

床
波
六
丁
目
、
今
村
南
一
丁

二
丁
目
、
今
村
北
三
丁
目
、
今

、
西
宇
部
南
一
丁
目
、
西
宇
部

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
〇
九
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
〇
八
）
特
定
非
営
利
活
動

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

び
山
口
県
下
関
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ

杉
山

節
子

山
口
市
朝
田
九
四
一
番
地
の

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
九
月
二
十
五
日
ま
で
の
間

ま
す
。

四
日

山
口

五
日

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
下
関

舛
尾

政
美

下
関
市
関
西
町
一
番
一
〇
号

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
九
月
十
九
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

四
日

山
口

七

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

あ
い
の
家
鴻
の
峯

一請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

市
視
覚
障
害
者
福
祉
会

請 あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

山

本

繁
太
郎

画 の の課 及

公

告



平

変

成 年 月 日 金曜日

（
四特

と
お

山 口

変
書
及

課
及

一二

（定期）県 報

（
四特

と
お

第 号

書
及

課
に

一二

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

岡

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

一
一
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
四

び
山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

門

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

防

一
〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
四

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

定
非
営
利
活
動
法
人
あ
け
ぼ
の

田

利
夫

陽
小
野
田
市
千
代
町
一
丁
目
二

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
九
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
山
口
県
要

田
美
和
子

府
市
大
字
上
右
田
二
七
三
三
番

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

年
九
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
、

。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

会番
二
八
号

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

約
筆
記
連
絡
協
議
会

地
の
一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
一
三
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

及
び
山
口
県
周
南
県
民
局
に
お

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
一
二
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

及
び
山
口
県
下
関
県
民
局
に
お

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称
す
。

周
南
市
大
字
徳
山
五
八
一
一

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
、

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

四
日

山
口

七
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
口

藤
本

賢
司

金
原

洋
治

下
関
市
貴
船
町
三
丁
目
一
番

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

四
日

山
口

七
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
下
関

番
地
の
一
〇

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

県
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
協
会

四
三
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

市
身
体
障
害
者
団
体
連
合
会

八

の画に の課



平成

お
い

年 月 日 金曜日

（
四特

と
お変

書
及

山 口 県

一二

（定期）報

（
四特

と
お変

い
て

第 号

一二

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

一
五
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
四

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

清

代

表

者

の

氏

名

藤

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

一
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特
口
市
後
河
原
一
三
六
番
地

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
十
月
一
日
ま
で
の
間
、
山
口

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
幸
せ
の
会

水

伸
二

井

敏
和

口
市
秋
穂
西
四
四
一
番
地

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

十
月
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
支
え
て
ね

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
に

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
に
お

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ッ
ト
ワ
ー
ク

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

ダ
イ
レ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

〃

名

称

株
式
会
社
コ
ウ
ケ
ン
プ
ロ
ダ

ク
ツ

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
内

の
店
舗
面
積
の
合
計

大
規
模
小
売
店
舗
に

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ダ
イ
レ
ッ
ク

所
在
地

光
市
大
字
浅

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
一
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
五
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称
ッ
ク
ス
株
式
会
社

午
前
一
〇

午
後
八
時

住

光
市
島
田
一
丁
目
一
四
番
二
一

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変三
、
八
八

ト
ル

し
ま
す
。

四
日

山
口

及
び
所
在
地

ス
光
店

江
字
下
鍛
冶
一
三
五
三

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

椎
木

耕
司

山
口
市
阿
東
徳
佐
中
三
六
二

立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附

に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

四
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
と

九

時
一
五
分

午
前
九
時

午
後
一
〇
時

所

代
表
者
の
氏

号

兼
森
憲
太
郎

更

前

変

更

後

九
平
方
メ
ー

一
、
六
五
三
平
方
メ
ー

ト
ル

県
知
事

山

本

繁
太
郎

八
番
地

定
に
よ
る
届
出

則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

商
政
課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

う
観
光
協
会

名 、四光



平成 年 月 日 金曜日

都
関
す

一二

山 口

二三（
四

（定期）県 報

（
四測

第
一

通
知

一

第 号

四五

礒
村

重
夫

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

下
松
市
瑞
穂
町
二
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
松
市
望
町
四
丁
目
一
〇
番
一
〇

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

作
業
の
地
域

岩
国
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日
か
ら

一
八
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

一
七
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
防
衛
省
中
国

が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日

作
業
の
種
類

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称び
氏
名

号 平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日

の
完
了

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

四
国
防
衛
局
長
か
ら
次
の
と
お

山
口
県
知

午
前
一
〇
時
か

八
時
三
〇
分
ま

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

山

本

繁
太
郎

ま
で

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

事

山

本

繁
太
郎

ら
午
後

で

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま

で

山
口
県
知
事

二
井

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会

六

落
札
金
額

四
億
七
千
三
百
七
十
五
万

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
九

八

そ
の
他

契
約
担
当
者

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部

汎
用
電
子
計
算
機

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名

公

安

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
上

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀

丸
三
食
品
株
式
会
社

関
成

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三

三
千
七
百
円

日 称
及
び
所
在
地

会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

た
手
続

一
日

称
及
び
数
量

委

員

会

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま

四
日

山
口

域
の
名
称

田
布
施
字
近
吉

住
所
及
び
氏
名

一
五
三
二
番
地

丁
目
四
番
一
号

し
た
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

一
〇

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

調
達
方
法

借
入
れ

落
札
方
式

最
低
価
格

一
一



平
成
二

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
四
日
印
刷

十
四
年
八
月
二
十
四
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


